
徳
川
将
軍
家
に
縁
故
あ
る
神
社
を
め
ぐ
る
寺
社
奉
行
と
神
主

1
岡
崎
に
あ
る
伊
賀
八
幡
宮
の
社
殿
維
持
を
め
ぐ
っ
て
ー

湯
浅

隆

徳川将軍家に縁故ある神社をめぐる寺社奉行と神主

　
　
　
　
論
文
要
旨

　
17

世
紀
初
頭
、
我
が
国
に
数
多
く
あ
っ
た
寺
や
神
社
の
う
ち
、
徳
川
将
軍
家
と
特
定
の
縁
故
を

も
っ
て
い
た
一
握
り
の
寺
社
は
、
社
殿
の
創
建
や
改
築
を
次
々
と
命
じ
ら
れ
、
境
内
の
威
容
を
整

え
て
い
っ
た
。
こ
の
一
連
の
普
請
は
、
徳
川
将
軍
家
が
武
家
の
棟
梁
と
し
て
、
他
の
諸
勢
力
に
対

し
超
越
し
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
誇
示
し
よ
う
と
す
る
観
点
か
ら
行
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
研
究

史
で
は
、
初
代
将
軍
家
康
の
霊
廟
で
あ
る
久
能
山
や
日
光
の
東
照
宮
を
こ
の
典
型
的
な
事
例
と
し

て
、
従
来
か
ら
取
り
あ
つ
か
っ
て
き
た
。
こ
の
両
地
の
東
照
宮
が
、
近
世
を
と
お
し
徳
川
家
の
聖

域

と
し
て
幕
府
に
よ
り
周
到
な
庇
護
が
加
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
江
戸
時
代
に
あ
っ
て
徳
川
宗
家
と
の
親
密
な
関
係
を
由
緒
と
し
て
誇
っ
た
寺
社
は
、
将
軍
家
の

菩
提
寺
や

霊
廟
、
同
家
の
出
身
地
で
あ
る
三
河
国
東
部
か
ら
遠
江
国
に
か
け
て
分
布
す
る
寺
社
の

一
部
、
お
よ
び
始
祖
が
三
河
定
住
以
前
に
住
ん
だ
地
と
さ
れ
た
上
野
国
新
田
庄
の
寺
社
の
一
部
な

ど
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
将
軍
家
と
の
由
緒
を
誇
っ
た
寺
社
群
に
た
い
し
て
、
幕
府
に
よ
る
庇
護
の

様
態

は
由
緒
の
内
容
に
よ
り
異
な
っ
て
い
た
。
こ
と
に
1
8
世
紀
以
降
に
な
る
と
、
幕
府
の
財
政
が

逼
迫
の

度
を
増
し
て
い
っ
た
な
か
で
、
将
軍
家
と
の
あ
い
だ
に
お
け
る
由
緒
の
軽
重
の
差
は
、
将

軍
家
が
与
え
る
庇
護
・
援
助
の
度
合
・
内
容
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
将
軍
家
の
先
祖
で
あ
る
三
河
時
代
の
松
平
氏
以
来
、
松
平
・
徳
川
家
の
氏
神
で
あ

っ

た
岡
崎
の
伊
賀
八
幡
宮
を
取
り
あ
げ
、
こ
の
神
社
に
幕
府
が
施
し
た
助
成
の
実
情
を
み
て
い
っ

た
。
こ
と
に
、
修
築
後
百
年
を
経
て
1
8
世
紀
半
ば
に
顕
在
化
し
た
社
殿
の
損
傷
・
劣
化
に
た
い
し

て
、
神
主
が
幕
府
に
依
願
し
た
修
復
助
成
と
、
そ
れ
に
う
け
た
寺
社
奉
行
の
緊
縮
財
政
下
に
お
け

る
対
応
と
を
具
体
的
に
検
討
し
た
。
そ
し
て
、
両
者
は
、
庶
人
に
た
い
し
て
は
公
儀
の
権
威
を
具

現

す
る
装
置
と
し
て
存
在
す
る
社
殿
を
め
ぐ
り
、
と
も
に
支
配
階
級
を
構
成
す
る
立
場
に
立
ち
な

が

ら
、
対
応
策
で
は
相
反
す
る
論
陣
を
張
る
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
。

111
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一
、

は
じ
め
に

　
近
世
初
頭
、
徳
川
将
軍
家
と
由
緒
の
あ
る
寺
社
は
、
社
殿
の
創
建
や
改
築
を
次
々

と
命
じ
ら
れ
、
公
儀
ゆ
か
り
の
寺
社
と
し
て
の
威
容
を
整
え
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
、

徳
川
宗
家
が
公
儀
と
し
て
の
超
越
性
を
具
現
し
誇
示
す
る
観
点
か
ら
行
っ
た
も
の
で

あ
り
、
初
代
将
軍
家
康
の
霊
廟
で
あ
る
久
能
山
や
日
光
の
東
照
宮
は
こ
の
典
型
と
し

て

従
来
か

ら
取
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
両
地
の
東
照
宮
が
、
近
世
を
と
お
し
徳

川
家
の
聖
域
と
し
て
幕
府
に
よ
り
周
到
な
庇
護
が
加
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の

と
お
り
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
に
あ
っ
て
徳
川
宗
家
と
の
由
緒
を
誇
っ
た
寺
社
は
、
将

軍
家
の

菩
提
寺
や
霊
廟
の

他
に
、
同
家
の
出
身
地
で
あ
る
三
河
国
東
部
か
ら
遠
江
国

に

か

け
て
、
さ
ら
に
始
祖
の
地
と
さ
れ
た
上
野
国
新
田
庄
な
ど
に
多
く
み
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
一
般
に
は
由
緒
を
誇
っ
た
寺
社
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
軽
重
に
よ
り
幕
府
に
よ

る
庇
護
の
様
態
は
異
な
っ
て
い
た
。
こ
と
に
十
八
世
紀
に
入
り
、
幕
府
財
政
が
逼
迫

の
度

を
増
し
て
い
っ
た
な
か
で
、
将
軍
家
と
の
由
緒
の
軽
重
は
、
将
軍
家
か
ら
の
庇

護
の
程
度
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
将
軍
家
の
先
祖
で
あ
る
三
河
時
代
の
松
平
氏
以
来
、
松
平
・
徳
川
家

の
氏
神
で
あ
っ
た
岡
崎
の
伊
賀
八
幡
宮
を
取
り
あ
げ
、
こ
の
神
社
に
幕
府
が
施
し
た

助
成
の
実
情
を
み
て
い
き
た
い
。
こ
と
に
、
修
築
後
百
年
を
経
て
顕
在
化
し
た
社
殿

の
損
傷
・
劣
化
に
た
い
し
て
、
神
主
が
幕
府
に
依
頼
し
た
修
復
助
成
と
、
そ
れ
に
う

け
た
寺
社
奉
行
の
緊
縮
財
政
下
に
お
け
る
対
応
と
を
み
て
い
く
。
こ
の
こ
と
に
よ
り

神
主

と
寺
社
奉
行
と
は
、
庶
人
に
た
い
し
て
は
公
儀
の
権
威
を
具
現
す
る
装
置
と
し

て

存
在
す

る
社
殿
を
め
ぐ
り
、
と
も
に
支
配
階
級
を
構
成
す
る
立
場
か
ら
い
か
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

12

に
対
応
し
て
い
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
か
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
1

二
、
伊
賀
八
幡
宮
の
社
殿

　
伊
賀
八
幡
宮
は
、
松
平
氏
四
代
親
忠
が
武
運
長
久
・
子
孫
繁
栄
を
祈
願
す
る
た
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ
　

文
明
年
中
（
十
五
世
紀
後
半
）
に
伊
賀
国
甲
賀
郡
か
ら
現
在
の
地
に
勧
請
し
た
神
社

で
、
以
後
代
々
の
松
平
氏
は
こ
の
社
を
氏
神
と
し
て
尊
崇
し
て
き
た
。
祭
神
は
、
応

神
天
皇
・
仲
哀
天
皇
・
神
功
皇
后
で
あ
っ
た
。
七
代
清
康
に
い
た
り
松
平
氏
が
岡
崎

城
に

入

る
と
、
伊
賀
八
幡
宮
は
社
殿
修
造
を
命
じ
ら
れ
、
ま
た
八
代
広
忠
も
天
文
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
　

中
（
十
六
世
紀
前
半
）
に
社
殿
の
造
営
を
行
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
家
康
は
、
こ
の
広

忠
の
子
と
し
て
天
文
十
一
年
（
一
五
四
二
）
岡
崎
で
生
ま
れ
て
い
る
。
家
康
も
先
祖

に

倣
い
、
こ
の
神
社
を
氏
神
と
し
て
崇
敬
し
た
の
で
あ
り
、
後
年
の
安
永
九
年
二

七
八
〇
）
に
著
さ
れ
た
『
伊
賀
八
幡
宮
御
由
緒
書
』
は
、
こ
の
様
子
を
つ
ぎ
の
よ
う

に

記
し
て
い
る
。

　
　
東
照
宮
様
、
岡
崎
御
城
に
て
　
御
降
誕
御
氏
神
の
御
儀
別
而
御
尊
敬
被
為
遊
候
、

　
　
殊
二
御
初
陣
の
節
当
御
社
江
御
成
之
上
御
出
陣
の
処
大
に
御
勝
利
を
被
為
得
、

　
　
夫

よ
り
御
戦
場
の
度
々
御
吉
例
に
て
当
御
社
江
　
御
成
の
上
御
出
戦
被
為
遊
候

こ
の
記
述
に
し
た
が
え
ば
、
徳
川
家
康
は
伊
賀
八
幡
宮
を
い
く
さ
の
神
と
し
て
厚
く

帰
依

し
て
い
た
。
の
ち
寛
永
十
一
年
（
一
六
三
四
）
に
、
三
代
将
軍
家
光
の
と
き
に

家
康
を
相
殿
に
祀
る
こ
と
に
な
る
。

　
社
領

は
徳
川
家
か
ら
数
次
に
わ
た
り
寄
進
さ
れ
た
が
、
そ
の
時
期
は
徳
川
氏
の
隆
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盛

と
期
を
一
に
し
て
い
た
。
具
体
的
に
は
、
永
禄
九
年
（
一
五
六
六
）
に
家
康
か
ら

二
百
石
余

を
寄
附
さ
れ
た
の
に
始
ま
り
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
に
そ
れ
が
安
堵

さ
れ
、
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
に
は
大
坂
陣
勝
利
に
よ
り
二
百
十
一
石
余
が
加
増

さ
れ
て
四
百
四
十
石
に
な
っ
た
。
こ
の
の
ち
、
寛
永
十
一
年
に
将
軍
家
光
か
ら
百
石

が
加
増
さ
れ
、
都
合
五
百
四
十
石
に
な
り
、
以
降
こ
の
朱
印
高
は
江
戸
時
代
を
と
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

し
て
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
幕
閣
で
の
格
式
で
は
、
将
軍
へ
の
遠
国
寺
社
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

年
頭
御
礼
で
独
礼
の
格
式
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。

　
社
殿
の
造
営

は
、
家
康
の
代
に
は
永
禄
九
年
と
慶
長
十
六
年
に
行
わ
れ
た
記
録
が

あ
る
。
こ
の
の
ち
寛
永
十
一
年
の
家
光
上
洛
の
折
に
新
た
な
造
営
が
命
じ
ら
れ
、
寛

永
十
三
年
に
竣
工
し
た
堂
舎
が
江
戸
時
代
以
降
の
社
殿
と
し
て
こ
ん
に
ち
に
伝
え
ら

れ
て

い

る
。
こ
の
寛
永
期
造
営
の
経
緯
を
、
『
伊
賀
八
幡
宮
御
由
緒
書
』
は
つ
ぎ
の
よ

う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
御
上
洛
之
節
、
従
岡
崎
御
城
為
御
名
代
与
御
老
中
松
平
伊
豆
守
殿
御
社
参
有
之
、

　
　
御
代
拝
畢
二
而
所
々
御
見
分
之
上
被
仰
聞
候
者
　
御
累
代
御
尊
敬
之
社
頭
、
殊
更

　
　
東
照
宮
御
氏
神
と
申
、
芳
以
小
社
二
而
者
不
可
然
言
上
可
被
成
趣
御
座
候
、
則
伊

　
　
豆
守
殿
奉
二
而
御
造
営
被
仰
出
新
大
社
二
御
建
立
被
遊
候
、
其
上
御
思
召
を
以

　
　
東
照
宮
様
御
勧
請
被
為
遊
候
、
…
…
右
御
建
立
よ
り
御
神
器
者
不
及
申
、
社
頭

　
　
御
金
具
彫
物
彩
色
其
外
諸
道
具
等
悉
く
葵
御
紋
附
二
罷
成
申
候

徳
川
宗
家
の
氏
神
と
し
て
伊
賀
八
幡
宮
は
、
「
小
社
二
而
者
不
可
然
」
と
さ
れ
、
「
社
頭

御
金
具
彫
物
彩
色
其
外
諸
道
具
等
悉
く
葵
御
紋
附
二
罷
成
」
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ら
　

の

寛
永
十
一
年
と
は
、
三
月
に
久
能
山
東
照
宮
の
造
替
が
命
じ
ら
れ
、
四
月
に
寛
永

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

寺
に

神
田

千
石
を
寄
附
、
五
月
に
増
上
寺
に
四
千
石
加
増
、
七
月
に
家
光
上
洛
の
お

り
浜
松
に
あ
る
秀
忠
の
産
土
神
五
社
神
社
と
諏
訪
神
社
と
に
加
増
と
社
殿
の
新
築
が

　
　
　
　
ぽ
　

命
じ
ら
れ
、
伊
賀
八
幡
宮
と
同
じ
時
に
岡
崎
に
あ
る
家
康
の
産
土
神
六
所
神
社
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ

加
増
と
社
殿
の
新
築
が
仰
せ
出
さ
れ
、
十
一
月
頃
に
日
光
東
照
宮
の
大
造
替
が
始
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　

り
、
さ
ら
に
こ
の
年
に
静
岡
浅
間
神
社
の
社
殿
造
営
に
着
手
さ
れ
る
な
ど
、
徳
川
氏

と
由
緒
の
あ
る
寺
社
の
加
増
や
造
替
が
相
次
い
で
命
じ
ら
れ
た
年
で
あ
っ
た
。
伊
賀

八
幡
宮
の
加
増
と
社
殿
造
替
も
、
こ
の
一
連
の
流
れ
の
な
か
で
命
じ
ら
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
と
き
本
殿
は
、
日
光
東
照
宮
を
は
じ
め
と
す
る
徳
川
家
と
由
緒
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

神
社
社
殿
の

様
式

で
あ
る
権
現
造
に
改
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
同
八
幡
宮
の
江
戸

時
代

を
と
お
し
て
の
あ
り
よ
う
は
、
徳
川
家
の
氏
神
と
し
て
将
軍
家
の
超
越
性
を
具

現
す
る
存
在
と
し
て
、
三
代
将
軍
家
光
の
命
で
形
づ
く
ら
れ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

三
、
近
世
前
半
に
お
け
る
幕
府
の
社
殿
修
復
助
成

　
伊
賀
八
幡
宮
の
社
殿
が
、
前
節
に
述
べ
た
経
緯
を
経
て
出
来
あ
が
っ
た
も
の
で
あ

れ

ば
、
幕
府
に
と
っ
て
そ
の
維
持
は
統
治
上
か
ら
必
須
の
要
件
で
あ
っ
た
。
同
八
幡

宮
へ
下
さ
れ
た
朱
印
地
五
百
四
十
石
は
、
徳
川
家
の
氏
神
と
し
て
の
祀
り
を
行
い
、

社
殿
を
維
持
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
第
1
表
は
、
こ
の
朱
印
高
に
お
け
る
各

費
目
の
配
当
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
内
訳
は
、
神
事
執
行
に
百
二
十
～
百
二

十
五
石
、
神
主
や
社
家
其
外
の
扶
持
と
し
て
四
百
石
、
社
殿
の
修
復
費
用
と
し
て
二

十
～
十
五
石
か
ら
な
っ
て
い
た
。
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
の
書
上
で
は
、
実
際
　
1
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
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第

1
表
　
伊
賀
八
幡
宮
朱
印
高
測
石
の
配
当
内
訳
（
文
政
7
年
）

高
2
0
石

　
40

石

　
60

石

　
㎜
石

　
15

石

　

5
石

　
80

石

　
12

石

　

6
石

　
42

石

　
12

石

　
48

石

五
節
句
御
神
事
料

四

月
十
七
日
・
八
月
五
日
両
度
御
祭
礼
料

年
中
御
共
神
酒
灯
明
蠣
燭
料

神
主
料

年
中
小
破
料

閏
月
御
式
料
、
閏
月
無
之
年
者
小
破
料
へ
相
加
申
候

御
社
役
人
四
人
料
、
但
壱
人
弐
拾
石
宛

御
本
地
堂
供
養
僧
壱
人

神
子
壱
人
料

上
番
御
掃
除
之
者
六
人
料

毎
朝
御
供
焚
之
者
弐
人
料

下
番
御
掃
除
之
者
八
人
料

出
典
：
伊
賀
八
幡
宮
旧
神
主
柴
田
家
文
書
「
芳
宜
園
雑
誌
」
（
嘉
永
元
。
）
か
ら
作
成
。

第
2
表
　
伊
賀
八
幡
宮
に
た
い
す
る
幕
府
に
よ
る
社
殿
修
復
の
助
成

寛
文
2
年

元
禄
H
年

宝
暦

4
年

明
和

3
年

安
永

3
年

寛
政
6
年

亨
和
元
年

文
化

5
年

文
化
1
5
年

文
政

9
年

弘
化
3
年

（ニハ

三
）

二
六
九八）

（
一七
五四）

（
一七
六六）

二
七
七四）

（
一七
九四）

二
八
9
）

二
八
〇八）

（
六
六
）

（
一八
二六）

（六
四
六
）

修
復
の

た
め
被
下
金
千
両
。

修
復
を
仰
付
ら
れ
た
。

七
ヵ

国
な
ら
び
に
御
府
内
勧
化
を
差
免
。
同
八
年
に
銀
子
五
十
枚
。

本
地
薬
師
、
江
戸
に
て
出
開
帳
。

十
ヵ
国
勧
化
を
差
免
。
同
七
年
に
金
七
百
両
拝
借
仰
付
。

配
借
金
仰
付
。

五

ヵ
国
な
ら
び
に
御
府
内
勧
化
を
差
免
。

五

ヵ
国
勧
化
を
差
免
。

五

ヵ
国
勧
化
を
差
免
。

甲
府
に
て
富
興
行
を
差
免
。

七

ヵ
国
な
ら
び
に
御
府
内
勧
化
を
差
免
。

出
典
：

　
寛
文
2
年
…
『
伊
賀
八
幡
宮
御
由
緒
書
』
（
『
岡
崎
市
史
』
第
七
巻
所
収
。
）

　
元
禄
1
1
年
…
『
伊
賀
八
幡
宮
御
由
緒
書
』
、
棟
札
（
『
岡
崎
市
史
』
第
七
巻
所
収
。
）

　
宝
暦
4
年
…
『
伊
賀
八
幡
宮
御
由
緒
書
』
、
『
御
触
書
宝
暦
集
成
』
9
6
5

　
明
和
3
年
：
三
伊
賀
八
幡
宮
御
由
緒
書
』
、
「
開
帳
差
許
帳
」
（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
『
旧
幕
府
引
継

　
　
　
　
　
　
書
』
の
う
ち
）

　
安
永
3
年
…
『
伊
賀
八
幡
宮
御
由
緒
書
』
、
『
御
触
書
天
明
集
成
』
2
2
2
7
、
「
伊
賀
八
幡
宮
勧
化

　
　
　
　
　
　

に

つ

き
覚
」
（
『
新
編
岡
崎
市
史
』
史
料
近
世
下
）

　
寛
政
6
年
…
『
御
触
書
天
保
集
成
』
4
2
7
2

　
亨
和
元
年
…
『
御
触
書
天
保
集
成
』
4
3
5
3

　
文
化
5
年
…
『
御
触
書
天
保
集
成
』
4
3
8
8

　
文
化
1
5
年
…
『
御
触
書
天
保
集
成
』
4
4
4
5

　
文
政
9
年
…
『
由
緒
』

　
弘
化
3
年
…
『
幕
末
御
触
書
集
成
』
1
5
6
4

114



徳川将軍家に縁故ある神社をめぐる寺社奉行と神主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

の

年
貢
収
入

は
「
現
米
百
八
拾
石
程
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
嘉
永
五
年
（
一
八
五

二
）
の
場
合
、
社
領
四
ヵ
村
か
ら
の
納
米
は
合
わ
せ
て
四
百
俵
と
あ
り
、
こ
の
と
き

の
換
金
相
場

は
金
十
両
に
つ
き
米
十
七
俵
半
で
あ
っ
た
か
ら
、
貨
幣
に
換
算
す
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
れ
は
金
二
百
二
十
八
両
余
と
な
る
。
こ
れ
か
ら
幕
末
期
に
お
け
る
「
年
中
小
破
料
」

充
当
分
を
計
算
す
れ
ば
、
金
八
両
二
分
余
～
六
両
二
分
弱
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

朱
印
地
か
ら
の
年
貢
収
入
の
な
か
で
当
初
か
ら
配
分
さ
れ
た
社
殿
の
日
常
的
な
修
復

費
用
は
、
極
め
て
僅
か
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

　

こ
の
修
復
費
用
は
あ
く
ま
で
も
日
常
的
な
小
修
理
の
充
当
分
で
、
屋
根
の
葺
替
に

代
表
さ
れ
る
、
数
十
年
を
単
位
と
し
て
必
要
に
な
る
大
規
模
な
修
復
は
想
定
さ
れ
て

い

な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
規
模
の
修
復
は
、
幕
府
直
轄
の
工
事
と
し
て
行
わ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
第
2
表
は
、
寛
永
に
竣
工
し
た
社
殿
を
対
象
に

し
て
、
幕
府
が
直
接
に
修
復
を
助
成
し
た
時
期
と
内
容
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
最

初
の
大
が
か

り
な
修
復
は
、
寛
永
の
竣
工
後
二
十
数
年
を
経
た
寛
文
二
年
（
一
六
六

二
）
に
、
幕
府
か
ら
御
修
復
料
と
し
て
下
さ
れ
た
金
一
千
両
を
使
っ
て
行
わ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

こ
の
と
き
の
工
事
内
容
は
、
「
三
州
伊
賀
御
宮
御
修
覆
料
御
金
千
両
之
払
帳
」
で
伺
う

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
支
出
総
額
は
八
百
十
一
両
二
分
で
、
単
一
の
費

目
と
し
て
は
屋
根
の
修
理
に
か
か
っ
た
二
百
七
十
九
両
三
分
（
約
三
十
四
％
）
が
も

っ

と
も
多
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
工
事
全
体
で
は
建
築
関
係
よ
り
も
土
木
関
係
が
多

く
、
鳥
居
・
石
垣
・
敷
石
・
橋
な
ど
境
内
整
備
に
合
わ
せ
て
四
百
二
十
七
両
一
分
銀

二
十
一
匁
（
約
五
十
三
％
）
か
か
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
と
き
の
工
事
内

容

は
、
屋
根
の
葺
替
と
境
内
地
の
整
備
と
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
か
。
な
お
こ
の
と

き
の
助
成
で
は
、
被
下
金
に
た
い
し
て
執
行
残
が
金
百
十
八
両
二
分
で
て
い
た
。
こ

の

こ
と
か
ら
寛
文
期
に
は
、
幕
府
か
ら
伊
賀
八
幡
宮
に
た
い
し
潤
沢
な
助
成
が
施
さ

れ

た
ど
い
い
得
る
。
こ
の
寛
文
期
は
、
京
都
お
よ
び
そ
の
近
郊
の
有
力
寺
社
を
対
象

と
し
た
公
儀
普
請
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
こ
の
時
期
以
前
の
新
造
工
事
中
心
か
ら
修
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

へ
と
重
点
が
移
さ
れ
て
い
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
伊
賀
八
幡
宮
の
境
内
整
備
が
寛
文

期
に

な
お
続
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
徳
川
家
の
氏
神
社
の
整
備
に
た
い
す
る
幕
府
の
関

心
の

深
さ
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
の
ち
寛
文
初
年
か
ら
三
十
数
年
後
の
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
に
、
再
び

幕
府
の

手
で
修
復
工
事
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
の
工
事
内
容
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
と
き
か
ら
お
よ
そ
八
十
年
後
に
著
さ
れ
た
『
伊
賀
八
幡
宮
御
由
緒

書
』
に
は
「
諸
堂
社
之
儀
者
、
元
禄
十
一
年
御
修
復
之
儘
二
御
座
候
故
、
甚
大
破
二

罷
成
り
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
察
し
て
、
元
禄
の
修
覆
は
寛
永
の
造
替

か

ら
六
十
数
年
を
経
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
建
物
全
般
へ
の
大
が
か
り
な
修
理

が
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
元
禄
の
修
覆
か
ら
さ
ら
に
三
十
数
年
が
経
っ
た
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

に

神
主
柴
田
正
信
は
、
江
戸
へ
出
て
幕
府
に
修
覆
の
願
い
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
の

と
き
の
出
願
が
曲
折
を
経
て
、
幕
府
認
可
に
よ
る
七
ヵ
国
な
ら
び
に
御
府
内
勧
化
と

し
て
実
施
に
移
さ
れ
る
の
は
、
お
よ
そ
二
十
年
後
の
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
で
あ

っ

た
。
こ
の
と
き
の
勧
物
で
は
修
覆
を
実
施
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
っ
た
ら
し
く
、

同
八
年
に
は
幕
府
か
ら
助
成
と
し
て
銀
五
十
枚
が
合
わ
せ
下
さ
れ
た
。
そ
れ
で
も
な

お
、
こ
の
時
期
の
社
殿
修
復
の
費
用
に
は
不
十
分
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
僅
か
十
　
1
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

年
余

り
後
の
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
に
は
本
地
堂
薬
師
如
来
を
江
戸
深
川
で
出
開
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帳
す
る
こ
と
が
許
可
さ
れ
、
さ
ら
に
開
帳
か
ら
十
年
を
経
ず
し
て
再
び
安
永
三
年
二

七
七

四
）
に
十
ヵ
国
勧
化
が
許
可
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
矢
継
ぎ
早
の
助
成
を
う
け
て
、

安
永
九
年

（
一
七
八
〇
）
に
社
殿
は
な
お
『
伊
賀
八
幡
宮
御
由
緒
書
』
に
記
さ
れ
た

状
態
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
同
八
幡
宮
は
勧
化
や
開
帳
で
は
修
覆
費
用
の
調
達
を
十

分
に

で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
伊
賀
八
幡
宮
に
た
い
す
る
幕
府
の
助
成
は
、
こ
の
宝
暦
年
間
の
助
成
を
境
に
し
て
、

直
接
の

金
銭
下
賜
か

ら
募
縁
手
段
の
認
可
へ
と
変
わ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
広
範

な
庶
人
の
喜
捨
を
当
て
に
し
た
勧
化
や
開
帳
で
は
、
伊
賀
八
幡
宮
は
予
期
し
た
収
益

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
、
伊
賀
八
幡
宮
の
存
在
様
態
か
ら
み
れ
ば

事
前
に
予
想
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
伊
賀
八
幡
宮
か
ら
み
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
助
成

を
余
儀
な
く
受
け
入
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
経
過
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
つ
ぎ

に
享
保
末
年
か
ら
始
ま
る
助
成
願
い
に
つ
い
て
み
く
こ
と
に
す
る
。

四
、
十
八
世
紀
半
ば
の
修
理
出
願

　
神
主
柴
田

正
信

は
、
享
保
二
十
年
春
に
江
戸
へ
出
て
、
幕
府
に
社
殿
修
覆
の
願
い

を
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
出
願
に
添
え
ら
れ
た
社
殿
破
損
状
態
の
書
上
に
は
、

権
現
造
り
の
本
殿
・
幣
殿
・
拝
殿
に
か
ん
し
て
は
、
屋
根
の
損
傷
が
す
す
み
残
ら
ず

大
破

と
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
ほ
か
の
諸
堂
舎
全
般
は
、
経
年
に
よ
る
建
物
の
劣
化

が
原

因
の
破
損
と
と
も
に
、
境
内
地
へ
の
出
水
に
伴
っ
た
損
害
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大

き
か
っ
た
。
こ
の
と
き
の
出
願
の
様
子
と
寺
社
奉
行
側
の
対
応
に
つ
い
て
、
「
御
修
覆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

願
覚
書

（松
ノ
巻
）
」
お
よ
び
「
正
信
代
御
修
覆
之
願
覚
（
梅
之
巻
）
」
に
よ
り
、
以

下
に

時
間
を
追
っ
て
み
て
い
き
た
い
。

（
1
）
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）

　
神
主
柴
田
正
信
は
閏
三
月
十
五
日
に
岡
崎
を
出
立
し
、
同
月
二
十
二
日
に
江
戸
に

着
き
浅
草
馬
喰
丁
に
宿
を
と
っ
た
が
、
翌
日
に
は
木
挽
丁
七
丁
目
伊
勢
屋
吉
左
衛
門

方
の
借
家
を
借
り
て
移
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
同
苗
で
あ
る
幕
府
御
本
丸
奥
右
筆
の

柴
田
藤
三
郎
へ
相
談
し
な
が
ら
、
出
願
の
た
め
の
最
終
的
な
準
備
に
入
り
、
願
書
を

認
め
た
。

　

そ
し
て
四
月
七
日
に
柴
田
正
信
は
、
寺
社
奉
行
の
う
ち
同
月
月
番
で
あ
っ
た
北
条

遠
江
守
氏
朝
の
屋
敷
へ
出
向
き
、
取
次
寺
社
役
梶
原
宇
源
太
に
願
書
・
新
願
・
例
書
・

絵
図
・
橋
覚
の
〆
五
通
を
提
出
し
た
。
梶
原
宇
源
太
は
、
在
来
分
の
修
覆
で
あ
る
こ

と
、
小
破
は
神
主
の
下
で
修
理
し
て
い
こ
と
を
確
か
め
た
う
え
で
願
書
を
一
読
し
、

朱
印
高
を
尋
ね
た
う
え
で
そ
の
配
当
書
の
有
無
を
尋
ね
た
。
柴
田
正
信
が
持
参
し
て

い

な
い
旨
を
答
え
る
と
、
梶
原
は
そ
の
提
出
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
た
う
え
で
、

正
信

を
待
た
せ
奥
へ
入
っ
た
。
暫
く
し
て
現
れ
た
梶
原
は
、
願
書
を
先
ず
は
預
り
置

く
こ
と
、
不
備
の
書
類
を
明
日
持
参
す
る
よ
う
に
伝
え
、
こ
の
日
の
出
願
は
お
わ
っ

た
。
こ
の
あ
と
、
柴
田
正
信
は
、
他
の
寺
社
奉
行
た
ち
を
は
じ
め
小
川
了
の
岡
崎
城

主
水
野
監
物
屋
敷
を
廻
っ
て
出
願
の
挨
拶
を
し
て
い
る
。

　

こ
の
動
き
を
み
る
か
ぎ
り
、
柴
田
正
信
は
出
願
に
伴
う
滞
在
が
長
引
く
こ
と
を
事

前
に
想
定
し
、
江
戸
在
住
の
縁
故
に
依
頼
し
て
借
家
を
照
会
し
て
い
た
こ
と
を
ま
ず

う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
い
で
、
伊
賀
八
幡
宮
側
で
は
提
出
す
べ
き
書
類
を
事
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前
に
調
べ
た
う
え
で
整
え
、
寺
社
奉
行
側
で
も
一
定
の
基
準
に
基
づ
い
て
願
書
を
受

理
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
日
に
提
出
を
命
じ
ら
れ
た
朱
印
高
の
配

当
書
に
つ
い
て
、
柴
田
は
「
御
月
番
北
条
殿
お
こ
の
み
」
と
あ
く
ま
で
も
認
識
し
て

お

り
、
定
式
の
提
出
書
類
と
み
な
し
て
は
い
な
か
っ
た
。

　
翌
八
日
、
柴
田
正
信
は
命
じ
ら
れ
た
配
当
書
を
持
参
し
て
、
あ
た
ら
し
橋
の
内
に

あ
る
北
条
遠
江
守
屋
敷
へ
四
ツ
半
時
に
出
向
き
、
梶
原
宇
源
太
へ
の
取
り
次
ぎ
を
頼

ん

だ
。
待
つ
こ
と
が
「
あ
ま
り
な
か
き
故
」
、
玄
関
に
居
た
者
に
梶
原
の
手
が
取
れ
な

け
れ
ば
代
わ
り
の
役
人
へ
書
類
を
差
し
上
げ
た
い
旨
を
告
げ
た
と
こ
ろ
、
梶
原
以
外

の

者
で
は
受
け
取
れ
な
い
旨
の
返
答
が
あ
っ
た
。
梶
原
は
九
ツ
過
ぎ
に
現
れ
て
書
上

を
受
け
取
っ
た
の
ち
、
二
三
日
過
ぎ
て
か
ら
窺
い
に
出
る
よ
う
に
伝
え
た
。
こ
の
日

の

や

り
と
り
は
、
そ
れ
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
の
応
答
か
ら
、
伊
賀
八
幡
宮
修
覆

願
い

一
件
は
梶
原
宇
源
太
の
扱
い
で
あ
り
、
他
の
同
役
は
関
知
し
な
か
っ
た
こ
と
が

明
ら
か
に
な
る
。

　
四

月
十
一
日
、
柴
田
正
信
が
北
条
遠
江
守
屋
敷
へ
窺
い
に
出
た
と
こ
ろ
、
暫
く
待

た
さ
れ
た
う
え
で
、
別
の
取
次
が
出
て
き
て
梶
原
宇
源
太
は
他
出
中
に
て
明
日
参
る

よ
う
に
告
げ
た
。
翌
十
二
日
、
柴
田
正
信
は
ま
ず
岡
崎
城
主
水
野
家
屋
敷
を
訪
れ
た

が
、
座
敷
に
通
さ
れ
て
茶
・
た
ば
こ
盆
や
酒
肴
を
振
る
舞
わ
れ
た
。
そ
の
の
ち
北
条

遠
江
守
屋
敷
へ
行
き
、
梶
原
宇
源
太
へ
の
取
次
を
求
め
た
。
か
な
り
待
っ
た
う
え
で

梶
原
が

あ
ら
わ
れ
、
願
書
は
北
条
遠
江
守
に
見
せ
て
あ
る
の
で
、
あ
と
四
五
日
過
ぎ

て

か
ら
窺
い
に
参
る
よ
う
に
と
告
げ
ら
れ
た
。

　
同
月
十
五
日
に
北
条
遠
江
守
屋
敷
へ
窺
い
に
出
た
。
こ
の
お
り
梶
原
宇
源
太
が
述

べ
た

内
容
は
、
「
願
書
か
し
か
と
わ
か
ち
不
申
候
間
、
一
通
書
付
持
参
可
成
候
、
御
寄

合
の
節

よ
む
二
而
候
間
、
文
長
キ
ハ
如
何
候
間
み
ち
か
く
か
け
…
…
明
日
二
而
も
明
後

日
二
而
も
持
参
せ
よ
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
翌
十
六
日
、
柴
田
正
信
は
ま
ず
寺
社

奉
行

の
一
人
で
あ
る
仙
石
信
濃
守
政
房
の
屋
敷
へ
行
っ
て
挨
拶
を
述
べ
て
か
ら
、
北

条
遠
江
守
屋
敷
へ
廻
り
書
付
を
持
参
し
た
旨
を
伝
え
た
。
そ
の
日
は
梶
原
宇
源
太
が

病
気

に
つ
き
役
務
に
つ
い
て
お
ら
ず
、
代
わ
り
に
応
対
に
出
た
池
田
半
七
に
経
過
を

云
っ

て

書
付
を
委
託
し
、
同
屋
敷
を
辞
し
た
。
柴
田
は
そ
れ
か
ら
や
は
り
寺
社
奉
行

で

あ
る
井
上
河
内
守
正
之
の
屋
敷
へ
廻
り
挨
拶
を
述
べ
て
、
居
所
へ
戻
っ
た
。
こ
の

日
に
北
条
遠
江
守
の
も
と
へ
提
出
し
た
書
付
は
、
つ
ぎ
の
文
言
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
御
修
復
奉
願
覚

　
　
三
州
岡
崎
伊
賀
八
幡
宮
、
元
禄
十
一
寅
年

　
　
常
憲
院
様
御
代
御
修
復
被
為
　
仰
付
候
、
其
後
小
破
之
処
者
以
自
力
随
分
加
修

　
　
復
来
申
候
得
共
大
破
仕
候
、
委
細
者
絵
図
御
座
候
、
御
修
復
被
為
　
仰
付
被
下

　
　
候
様
二
奉
願
候
、
以
上

　
　
　
享
保
二
十
卯
年
四
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
主
柴
田
弾
正
印

　
　
　
　
　
寺
社
御
奉
行
所

こ
の
文
言
で
み
る
限
り
、
こ
の
時
点
で
伊
賀
八
幡
宮
が
願
い
出
た
修
覆
の
内
容
は
、

幕
府
直
営
に

な
る
修
覆
工
事
の
実
施
か
、
被
下
金
の
下
賜
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。

　
四

月
十
九
日
、
柴
田
正
信
は
「
あ
ま
り
さ
た
な
く
候
間
、
北
条
殿
へ
窺
二
出
」
か

け
た
。
そ
こ
で
、
寺
社
役
宮
木
弥
右
衛
門
か
ら
聞
か
さ
れ
た
こ
と
は
、
梶
原
宇
源
太

は
病
気
で
引
き
こ
も
っ
て
い
る
こ
と
、
つ
ぎ
の
寺
社
奉
行
寄
合
は
二
十
七
日
に
な
る
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こ
と
、
昨
日
の
寄
合
は
井
上
河
内
守
が
病
気
の
た
め
に
開
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
な
ど

で
あ
っ
た
。
同
月
二
十
三
日
、
柴
田
正
信
は
北
条
遠
江
守
屋
敷
へ
窺
い
に
出
か
け
、

こ
の
日
は
梶
原
宇
源
太
と
面
談
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
宇
源
太
が
云
う
に
は
、
書

付
を
北
条
遠
江
守
に
見
せ
た
と
こ
ろ
、
遠
江
守
は
「
是
ハ
と
う
し
て
も
御
れ
つ
せ
き

出
ら
ず
ハ
な
る
ま
い
、
廿
六
日
二
窺
二
参
」
れ
と
申
し
渡
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

っ

た
。
そ
こ
で
二
十
六
日
に
柴
田
正
信
が
北
条
遠
江
守
屋
敷
に
出
向
い
た
と
こ
ろ
、

梶
原
宇
源
太

は
他
出
中
で
、
応
対
に
出
た
取
次
は
明
後
日
に
参
る
よ
う
に
と
あ
し
ら

っ

た
。
こ
れ
に
た
い
し
、
柴
田
は
二
十
六
日
に
窺
い
に
参
れ
と
云
う
か
ら
来
た
旨
を

述
べ
、
後
刻
ま
た
参
る
こ
と
を
述
べ
て
一
端
は
退
出
し
た
。
そ
れ
か
ら
岡
崎
城
主
水

野
監
物
屋
敷
に

寄

り
、
再
度
北
条
殿
屋
敷
へ
行
っ
た
と
き
に
は
梶
原
宇
源
太
に
会
う

こ
と
が
で
き
、
そ
こ
で
「
明
日
御
寄
合
江
五
ツ
時
分
二
出
よ
」
と
い
う
通
達
を
う
け

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
四

月
二
十
七
日
、
柴
田
正
信
は
朝
六
ツ
半
に
寄
合
の
場
へ
到
着
し
、
北
条
殿
の
役

人
か

ら
早
す
ぎ
る
の
で
五
ツ
半
に
参
れ
と
言
わ
れ
た
の
を
断
っ
て
、
同
所
に
て
待
ち

続

け
た
。
そ
の
日
の
寄
合
は
四
ツ
過
ぎ
か
ら
始
ま
り
、
順
番
を
待
っ
て
寺
社
奉
行
列

座
の

前
に
出
て
願
書
を
読
み
上
げ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
北
条
遠
江
守
は
「
え
す

等
ハ
と
め
置
、
追
而
の
こ
と
」
と
述
べ
、
井
上
河
内
守
は
「
御
修
覆
ハ
い
つ
成
二
て
」

と
尋
ね
ら
れ
、
三
十
八
年
前
と
答
え
て
い
る
。
河
内
守
が
続
け
て
言
う
に
は
「
御
修

覆
所
多
有
間
き
う
ニ
ハ
叶
ま
し
き
」
由
で
あ
っ
た
。
寄
合
の
場
に
お
け
る
や
り
と
り

は
、
こ
れ
だ
け
で
あ
っ
た
。

　
五
月
朔
日
、
柴
田
正
信
は
北
条
遠
江
守
屋
敷
へ
窺
い
に
出
向
い
た
。
梶
原
宇
源
太

の

発
言
は
、
「
此
間
御
連
席
二
て
被
仰
候
通
、
絵
図
等
ハ
請
取
被
申
候
、
し
か
し
な
か

ら
火
急
ニ
ハ
す
む
ま
じ
く
候
間
、
と
う
り
う
被
成
折
々
窺
二
い
て
よ
」
と
い
う
も
の

で

あ
っ
た
。
同
月
四
日
、
窺
い
に
出
向
い
た
と
こ
ろ
、
六
日
の
御
内
寄
合
に
関
し
て

は
明
日
窺
い
に
参
る
よ
う
に
伝
え
ら
れ
た
。
翌
五
日
、
柴
田
正
信
は
梶
原
宇
源
太
か

ら
北
条
遠
江
守
の
意
向
と
し
て
、
「
此
度
ハ
外
の
も
め
た
る
も
有
之
間
、
重
而
十
八
日

成
と
も
廿
七
日
二
成
共
い
て
よ
」
と
い
う
通
知
を
聞
い
て
帰
っ
た
。
こ
の
日
、
柴
田

正
信

は
諸
処
へ
節
句
の
祝
儀
言
上
に
廻
っ
て
い
る
。
同
月
九
日
に
窺
い
に
出
た
折
に

は
、
梶
原
か
ら
「
十
八
日
の
御
寄
合
二
間
も
有
間
、
十
五
六
日
時
分
二
窺
二
出
よ
」

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
同
月
十
五
日
に
出
向
く
と
梶
原
宇
源
太
は
留
守
で
、
代
わ
っ

て

宮
木
弥
右
衛
門
が
「
十
八
日
之
御
寄
合
な
れ
は
十
七
日
二
出
よ
」
と
い
う
の
で
あ

っ

た
。
同
月
十
七
日
、
柴
田
正
信
は
宮
木
弥
右
衛
門
か
ら
、
北
条
遠
江
守
は
病
気
に

て

「
明
日
の
寄
合
二
も
出
ら
れ
ま
し
く
候
間
、
御
か
〉
り
の
出
ら
れ
ぬ
に
出
ら
れ
て

も
せ
ん
な
く
と
申
、
明
日
ハ
止
よ
」
と
伝
え
ら
れ
、
「
力
を
落
か
ヘ
ル
」
と
記
録
に
留

め
て
い
る
。
五
月
十
九
日
、
柴
田
正
信
は
「
病
気
沙
汰
窺
と
て
北
条
へ
行
く
、
新
役

人
舟
越
次
郎
右
衛
門
出
申
ハ
、
宇
源
太
も
退
役
致
し
、
宇
源
太
懸
り
ハ
拙
者
二
承
レ

と
申
付
ら
る
と
…
廿
五
六
日
時
分
二
ま
い
れ
と
な
り
、
そ
れ
6
帰
る
」
と
記
し
て
い

る
。
つ
い
で
同
月
二
十
五
日
に
窺
い
に
出
た
と
き
に
は
、
舟
越
次
郎
右
衛
門
か
ら
「
廿

七
日
之
寄
合
二
も
出
ら
れ
ま
し
き
と
也
、
又
其
内
窺
二
参
」
れ
と
告
げ
ら
れ
た
。

　

こ
こ
に
い
た
っ
て
、
柴
田
正
信
は
出
願
の
不
首
尾
を
悟
っ
た
よ
う
で
、
帰
国
の
意

を
決
め
た
よ
う
で
あ
る
。
五
月
二
十
六
日
、
柴
田
正
信
は
北
条
遠
江
守
屋
敷
へ
そ
の

旨
の
届
け
に
出
、
口
上
に
「
来
月
大
祭
二
付
国
元
へ
罷
登
申
候
、
尤
当
廿
八
日
御
当
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地
出
立
仕
候
、
御
届
二
参
上
仕
候
、
…
…
宣
キ
御
沙
汰
も
御
座
候
ハ
〉
早
速
御
知
せ

奉
願
」
っ
て
同
屋
敷
を
辞
し
た
。
そ
れ
か
ら
井
上
河
内
守
方
、
つ
い
で
岡
崎
城
主
水

野
監
物
屋
敷
を
廻
っ
て
帰
宅
の
届
を
提
出
し
た
。
そ
し
て
五
月
二
十
八
日
江
戸
を
立

ち
、
六
月
五
日
伊
賀
へ
帰
宅
し
て
い
る
、
。
伊
賀
出
立
よ
り
帰
宅
ま
で
八
十
一
日
間
で

あ
っ
た
。

　
以
上

が
、
伊
賀
八
幡
宮
神
主
柴
田
正
信
が
享
保
二
十
年
に
社
殿
修
覆
を
願
っ
て
江

戸
に
滞
在
し
た
お
り
の
顛
末
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
み
る
と
、
徳
川
将
軍
家
の
氏
神
で

あ
り
、
年
始
御
礼
で
は
独
礼
の
格
式
を
も
つ
伊
賀
八
幡
宮
神
主
が
、
岡
崎
藩
主
の
も

と
で
は
然
る
べ
く
遇
さ
れ
、
反
対
に
寺
社
奉
行
の
も
と
で
は
下
役
に
翻
弄
さ
れ
つ
つ
、

無
駄
足
に

無
駄
足
を
重
ね
て
出
願
を
続
け
た
様
子
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、

願
書
を
寺
社
奉
行
寄
合
に
て
審
議
対
象
と
す
る
ま
で
に
も
、
奉
行
下
役
の
都
合
に
振

り
回
さ
れ
な
が
ら
薄
氷
を
踏
む
や
っ
と
の
思
い
で
あ
っ
た
。
そ
の
の
ち
も
、
奉
行
や

配
下
の

あ
し
ら
い
に
よ
り
一
向
に
こ
と
は
進
ま
ず
、
願
書
を
ど
う
に
か
受
理
さ
れ
た

だ

け
を
成
果
に
、
ニ
カ
月
余
の
江
戸
滞
在
を
切
り
上
げ
て
帰
国
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
出
願
は
、
以
後
毎
年
に
わ
た
っ
て
続
け
ら
れ
て
い
く
が
、
以
後
は
連
年
の
経

過
を
略
述
す
る
に
止
め
て
お
き
た
い
。

（
2
）
享
保
二
十
一
年
（
一
七
三
六
）

　
神
主
柴
田

正
信
は
、
四
月
八
日
に
岡
崎
を
立
っ
て
同
月
十
四
日
に
江
戸
へ
着
き
、

山
城
丁
や
ね
屋
甚
左
衛
門
の
世
話
で
、
そ
の
日
の
う
ち
に
宗
十
郎
丁
畳
や
伊
兵
衛
店

へ
入
っ
て
い
る
。
同
月
十
七
日
、
寺
社
奉
行
月
番
牧
野
越
中
守
貞
通
屋
敷
へ
赴
き
案

内
を
乞
う
た
と
こ
ろ
、
田
中
小
右
衛
門
が
応
対
に
出
た
。
そ
こ
で
「
御
修
復
願
出
ル

由
」
を
告
げ
る
と
、
田
中
小
右
衛
門
は
、
伊
賀
八
幡
宮
に
か
ん
し
て
北
条
遠
江
守
か

ら
の
書
類
は
牧
野
越
中
守
が
引
き
継
い
で
お
り
、
さ
ら
に
こ
の
件
は
自
分
が
懸
か
り

で

あ
る
と
述
べ
、
こ
れ
以
降
同
人
が
折
衝
の
相
手
に
な
っ
て
い
く
。
そ
の
後
、
他
の

寺
社
奉
行

た
ち
や
岡
崎
城
主
水
野
屋
敷
へ
も
参
上
し
な
が
ら
、
前
年
と
同
様
に
牧
野

越
中
守
貞
通
屋
敷
へ
頻
繁
に
窺
い
に
出
か
け
て
は
、
寺
社
奉
行
寄
合
に
お
け
る
取
り

上
げ
を
は
か
っ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
四
月
二
十
七
日
の
寄
合
で
願
書
が

披
渥
さ
れ
、
そ
の
の
ち
願
書
は
老
中
ま
で
上
げ
ら
れ
る
形
勢
に
な
っ
た
。
し
か
し
、

五
月
十
八
日
に
松
平
紀
伊
守
信
琴
屋
敷
の
寄
合
に
召
し
出
さ
れ
、
そ
こ
で
牧
野
越
中

守
か
ら
告
げ
ら
れ
た
こ
と
は
、
「
御
修
復
の
こ
と
口
、
御
ゆ
い
し
ょ
ハ
か
く
別
な
れ
共
、

御
修
復
所
多
く
有
候
故
、
急
ニ
ハ
叶
間
敷
也
、
と
う
り
う
も
難
儀
二
有
可
間
、
前
帰

り
た
ら
よ
か
ろ
う
」
で
あ
り
、
松
平
紀
伊
守
か
ら
も
「
成
程
当
年
中
な
ど
ハ
叶
間
敷

候
間
帰
れ
」
と
申
し
渡
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
江
戸
滞
在
を
切
り
上
げ
、
な
に
か
の

連
絡
先
を
小
川
丁
の
岡
崎
城
主
水
野
監
物
屋
敷
と
す
る
こ
と
を
申
し
出
た
の
ち
五
月

二
十
二
日
に
江
戸
を
発
ち
六
月
五
日
に
岡
崎
へ
帰
り
着
い
て
い
る
。

　

こ
の
年
、
事
態
は
進
展
を
み
せ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
前
年
よ
り
早
め
に
決
着
が

つ
い

て

い
る
。
。

（
3
）
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）

　
神
主
柴
田

正
信

は
、
五
月
二
日
に
岡
崎
を
立
っ
て
同
月
八
日
に
江
戸
へ
着
き
、
前

年
と
同
様
に
や
ね
屋
甚
左
衛
門
の
世
話
で
、
そ
の
日
の
う
ち
に
京
橋
水
谷
町
一
丁
目

や
ね
や

庄
兵
衛
店
へ
移
っ
て
い
る
。
五
月
十
一
日
、
牧
野
越
中
守
殿
屋
敷
へ
赴
き
、

前
年

と
同
じ
く
田
中
小
右
衛
門
に
会
っ
て
口
上
書
を
差
し
だ
し
た
。
そ
の
口
上
に
は
、
　
1
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

「
去
〉
年
御
願
申
上
候
6
ハ
段
々
大
破
を
よ
び
所
々
雨
も
り
難
儀
ノ
段
」
を
認
め
て
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あ
っ
た
。
同
月
十
八
日
の
松
平
紀
伊
守
信
琴
屋
敷
に
お
け
る
内
寄
合
に
出
る
こ
と
に

な
り
、
そ
の
節
越
中
守
か
ら
「
御
修
復
所
多
故
御
手
と
〉
か
す
、
急
ニ
ハ
叶
間
敷
候

間
、
逗
留
茂
難
儀
候
半
間
、
先
登
り
候
様
」
に
と
申
し
渡
さ
れ
た
。
こ
れ
を
う
け
て

同
月
二
十
二
日
に
江
戸
を
出
立
し
、
七
日
目
に
岡
崎
に
帰
着
し
た
。
江
戸
滞
在
は
半

月
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

（
4
）
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）

　
神
主
柴
田

正
信

は
、
こ
の
年
の
五
月
二
十
日
に
中
風
を
煩
っ
た
た
め
、
九
月
六
日

に

な
っ
て
名
代
の
社
人
を
江
戸
に
発
た
せ
て
い
る
。
社
人
藤
田
茂
大
夫
は
同
月
十
三

日
に
江
戸
に
着
き
、
口
上
書
を
差
し
だ
し
た
。

（
5
）
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）

　

こ
の
年
は
、
正
月
四
日
に
神
主
柴
田
正
信
の
母
が
逝
去
し
た
た
め
、
名
代
を
差
し

出
さ
な
か
っ
た
。

（
6
）
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）

　
六
月
六
日
に
名
代
と
し
て
社
人
藤
田
茂
大
夫
を
差
し
向
け
、
同
人
は
同
月
十
二
日

に

江
戸
へ
着
い
て
い
る
。
翌
十
三
日
に
牧
野
越
中
守
殿
屋
敷
へ
罷
り
で
て
、
田
中
小

右
衛
門
に
委
細
を
申
し
述
べ
た
と
こ
ろ
、
同
人
か
ら
相
役
の
須
藤
文
左
衛
門
も
ま
た

懸
か

り
と
し
て
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
た
。
須
藤
文
左
衛
門
は

藤
田

茂
大
夫
に

伊
賀
八
幡
宮
の
経
営
む
き
の
事
項
を
あ
れ
こ
れ
と
尋
ね
た
。
こ
の
問

い
に

た
い
し
、
社
人
な
ど
の
配
置
、
氏
子
は
六
七
十
軒
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
神
事
の

お

り
掃
除
な
ど
に
神
領
百
姓
三
四
百
人
が
動
員
さ
れ
る
こ
と
、
平
時
の
参
詣
者
や
散

銭
散
物
は
な
い
こ
と
、
祭
礼
の
お
り
の
散
銭
も
少
な
い
こ
と
な
ど
を
答
え
て
い
る
。

後
日
、
こ
の
内
容
を
書
付
に
認
め
て
提
出
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
同
月
十

七

日
に
窺
い
に
出
向
い
た
と
こ
ろ
、
「
十
八
日
の
寄
合
二
出
ル
ニ
不
及
、
此
方
二
久
敷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
0

逗
留
無
益
」
で
あ
る
こ
と
が
告
げ
ら
れ
た
た
め
、
翌
十
八
日
に
寺
社
奉
行
屋
敷
へ
出
　
1

立
の
挨
拶
に

廻
り
、
二
十
三
日
に
江
戸
を
発
ち
、
同
月
晦
日
に
岡
崎
へ
帰
っ
て
い
る
。

（
7
）
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）

　
六
月
十
三
日
、
岡
崎
の
藩
庁
か
ら
手
紙
が
来
て
、
牧
野
越
中
守
か
ら
用
向
き
の
こ

と
が
あ
る
旨
を
伝
え
た
。
停
左
京
が
他
出
先
か
ら
呼
ば
れ
、
同
月
十
六
日
に
岡
崎
を

発

ち
二
十
三
日
に
江
戸
へ
着
い
て
い
る
。
さ
っ
そ
く
牧
野
越
中
守
屋
敷
へ
窺
い
に
出

た

と
こ
ろ
、
同
月
二
十
七
日
の
山
名
因
幡
守
豊
就
宅
の
内
寄
合
に
参
る
よ
う
に
仰
せ

付

け
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
牧
野
越
中
守
か
ら
天
下
一
統
の
触
書
の
由
と
し
て
仰
せ
付

け
ら
れ
た
こ
と
は
、
「
御
代
々
　
思
召
を
以
御
造
営
御
修
復
等
被
　
仰
付
候
寺
社
永
々

御
修
復
所
与
相
心
得
、
只
今
迄
者
及
大
破
候
之
上
御
修
復
之
願
、
又
ハ
勧
化
等
之
儀

願
出
候
、
左
様
ニ
ハ
有
之
間
敷
事
二
候
、
向
後
ハ
上
よ
り
御
修
復
被
　
仰
付
間
敷
候
、

勿
論
寺
社
領
相
応
二
有
之
場
所
者
自
今
以
後
小
破
之
節
早
速
修
復
を
加
へ
可
申
候
、

及
大
破
候
之
上
願
出
或
専
勧
化
之
事
願
出
候
儀
者
有
之
間
敷
儀
候
間
可
存
其
趣
候
」

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
つ
ぎ
に
伊
賀
八
幡
宮
に
た
い
し
、
つ
ぎ
の
申
渡
が
な
さ

れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
州
伊
賀
八
幡
宮
神
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柴
　
田
　
弾
　
正

社
堂
御
修
復
之
儀
相
願
候
得
共

上

よ
り
御
修
復
ハ
被
　
仰
付
間
敷
候
、
近
国
勧
化
井
道
中
往
来
之
者
江
勧
化
を

御
免
可
被
　
仰
付
候
間
、
其
助
成
を
以
致
修
復
、
過
半
出
来
候
ハ
〉
其
段
奉
行
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所
江
可
申
出
候
、
尤
可
致
勧
化
国
数
等
者
書
付
可
差
出
候
、
願
之
年
数
久
敷
よ

　
　

り
段
々
勧
化
可
被
　
仰
付
候

　
　
　
　
　

六
　
月

こ
の
申
渡
、
す
な
わ
ち
直
接
の
助
成
で
は
な
く
勧
化
仰
付
は
、
柴
田
左
京
に
と
っ
て

慮
外
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
す
ぐ
さ
ま
岡
崎
城
主
の
屋
敷
、
お
よ
び
同
苗
の
柴
田
藤
三

郎
の
も
と
へ
駆
け
つ
け
、
対
応
を
相
談
し
て
い
る
。
柴
田
藤
三
郎
の
見
解
は
、
ひ
と

ま
ず
は
受
け
入
れ
て
暫
く
し
て
ま
た
直
接
の
助
成
を
願
い
出
て
は
ど
う
か
と
い
う
も

の

で

あ
っ
た
。
左
京
は
同
月
晦
日
に
江
戸
を
発
ち
、
七
月
六
日
に
岡
崎
へ
帰
っ
て
い

る
。（

8
）
寛
保
元
年
～
同
二
年

　
寛
保
元
年
十
一
月
二
十
九
日
、
柴
田
左
京
は
岡
崎
を
発
ち
江
戸
へ
向
か
っ
た
。
用

向
き
の
趣
旨
は
「
権
現
様
御
威
光
も
相
残
、
御
由
緒
之
品
も
相
立
」
つ
よ
う
な
修
復

助
成
を
願
い
出
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
願
出
に
た
い
し
、
牧
野
越
中
守
屋
敷
の
須

藤
文
左
衛
門
は
「
御
由
緒
重
ク
候
故
国
勧
化
と
被
　
仰
出
候
、
外
二
も
並
種
々
御
座

候
御
由
緒
無
之
御
修
復
所
ハ
一
向
自
分
勧
化
も
所
々
御
座
候
」
と
答
え
つ
つ
も
、
伊

賀
八
幡
宮
の
意
向
を
奉
行
に
取
り
次
ぐ
こ
と
を
承
諾
し
た
。
十
二
月
十
八
日
、
柴
田

左
京

は
大
岡
越
前
守
宅
の
内
寄
合
に
召
し
出
さ
れ
、
そ
こ
で
も
権
現
様
の
威
光
を
守

る
こ
と
を
論
拠
に
し
て
、
従
来
の
よ
う
な
十
全
な
修
復
を
願
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
た

い

し
て
牧
野
越
中
守
は
「
御
修
復
之
儀
と
か
く
上
6
被
　
仰
付
間
敷
候
間
、
勧
化
可

仕
候
」
と
、
昨
今
の
状
況
を
述
べ
て
説
得
に
あ
た
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
、
柴
田
左

京

は
江
戸
在
の
同
苗
に
相
談
し
つ
つ
、
こ
と
の
経
過
を
国
元
に
書
き
送
り
、
返
答
を

待
ち
つ
つ
江
戸
で
越
年
を
し
て
い
る
。

五
、
結
び
に
か
え
て
1
近
世
後
期
の
社
殿
修
復
1

　
寛
保
元
年
に
寺
社
奉
行
か
ら
伊
賀
八
幡
宮
に
た
い
し
、
勧
化
が
指
し
示
さ
れ
て
の

ち
、
伊
賀
八
幡
宮
が
と
っ
た
寺
社
奉
行
へ
の
態
度
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ

ま
で
は
、
奉
行
下
役
の
都
合
に
も
全
面
的
に
合
わ
せ
な
が
ら
、
ひ
た
す
ら
幕
府
に
よ

る
助
成
を
願
っ
て
い
た
も
の
が
、
提
示
さ
れ
た
内
容
が
予
期
し
た
も
の
で
は
な
い
こ

と
が
判
明
す
る
と
、
伊
賀
八
幡
宮
の
由
緒
か
ら
十
全
に
維
持
さ
れ
る
べ
き
旨
を
前
面

に

押

し
立
て
て
、
寺
社
奉
行
の
裁
定
に
異
議
を
唱
え
て
い
っ
た
。
幕
府
に
と
っ
て
の

伊
賀
八
幡
宮
の
存
在
意
義
を
十
分
に
認
識
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
幕
府
の

助
成

を
求
め
う
る
立
場
を
か
ざ
し
て
の
要
求
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
寺
社
奉

行

は
、
当
時
に
お
け
る
施
策
の
変
更
を
理
由
と
し
て
対
侍
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
先
の
経
緯
は
、
史
料
が
存
在
し
な
い
た
め
不
詳
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
節
の

第
2
表
に
示
し
て
あ
る
よ
う
に
、
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
か
ら
十
年
余
を
経
た
宝

暦
四

年

（
一
七
五

四
）
に
な
っ
て
、
伊
賀
八
幡
宮
に
た
い
し
七
力
国
な
ら
び
に
御
府

内
勧
化
が
差
し
許
さ
れ
、
さ
ら
に
同
八
年
に
銀
子
五
十
枚
が
下
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
推
察
す
れ
ば
、
幕
府
財
政
の
現
実
の
ま
え
に
伊
賀
八
幡
宮
が
押
し
き
ら
れ

た

と
い
え
よ
う
か
。
し
か
し
、
庶
人
か
ら
の
募
縁
を
期
侍
す
る
こ
と
は
伊
賀
八
幡
宮

に
と
っ
て
馴
染
ま
な
い
も
の
で
あ
り
、
予
期
し
た
成
果
を
あ
げ
得
な
か
っ
た
か
ら
こ

そ
、
幕
府
も
次
々
と
募
縁
の
実
施
を
認
可
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
　
2
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

う
。
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伊
賀
八
幡
宮
の
場
合
、
十
九
世
紀
初
頭
に
お
け
る
修
復
の
必
要
額
と
実
施
状
況
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ
ら
に
収
益
と
の
関
係
を
概
観
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
具
体
的
に
み
て
お
き
た
口

寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
三
月
、
伊
賀
八
幡
宮
は
寺
社
奉
行
松
平
周
防
守
康
定
へ

御
免
勧
化
の
許
可
を
願
い
出
た
。
こ
の
審
理
に
添
付
さ
れ
た
修
覆
入
用
書
上
に
記
さ

れ

た
必
要
額
は
、
金
一
千
百
八
十
四
両
三
分
と
銀
五
匁
で
あ
っ
た
。
こ
の
願
い
に
た

い

し
て
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
に
、
五
力
国
（
三
河
、
大
和
、
河
内
、
近
江
、
美

濃
）
と
御
府
内
へ
の
三
ヶ
年
間
の
勧
化
が
許
可
さ
れ
た
。
こ
の
勧
化
集
ま
り
金
は
、

御
府
内
か
ら
金
二
百
二
両
と
銀
九
匁
九
分
八
厘
、
五
力
国
か
ら
金
九
十
両
と
銀
六
匁

二
厘
の

合
わ
せ
て
二
百
九
十
二
両
一
歩
と
銀
一
匁
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
の
諸
経
費

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

は
金
七
十
五
両
三
歩
と
銀
七
匁
五
分
で
あ
っ
た
か
ら
、
収
益
は
金
二
百
十
六
両
と
銀

一
匁
で

あ
っ
た
。
こ
れ
を
用
い
て
「
御
宮
向
格
別
之
大
破
難
指
延
仕
越
御
修
復
諸
堂

社
共
繕
」
を
施
し
た
と
こ
ろ
、
勧
物
は
金
三
十
両
二
分
二
朱
と
銀
九
分
し
か
残
ら
な

か

っ

た
。
こ
の
た
め
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
に
勧
化
を
再
び
願
い
出
た
と
こ
ろ
、

翌
文
化
五
年
に
許
可
と
な
り
、
こ
の
収
益
金
は
金
二
百
四
十
両
弱
で
あ
っ
た
。
こ
の

五

ヵ
国
勧
化
と
平
行
し
て
修
復
を
実
施
し
て
文
化
七
年
十
一
月
に
竣
工
し
た
。
こ
の

経
費

は
金
四
百
十
六
両
一
分
二
朱
と
銀
七
分
か
か
っ
た
。
こ
の
結
果
、
差
引
金
百
四

十
六
両
二
分
二
朱
と
銀
四
匁
六
分
が
不
足
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
修
復
の
未
執
行

分
が
金
七
百
六
十
八
両
三
分
二
朱
と
銀
四
匁
三
分
だ
け
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を

実
施
す
る
た
め
、
新
た
に
十
力
国
勧
化
を
出
願
し
た
の
が
文
化
十
三
年
の
こ
と
で
あ

っ

た
。
要
す
る
に
、
寛
政
末
年
段
階
で
金
一
千
百
八
十
四
両
分
の
修
復
が
必
要
で
あ

っ

た
。
こ
れ
に
た
い
し
勧
化
を
二
度
実
施
し
て
約
金
四
百
五
十
六
両
を
調
達
し
、
修

復

は
二
度
に
わ
け
て
お
よ
そ
金
六
百
二
両
分
を
支
出
し
た
。
し
か
る
に
、
文
化
十
三

年
段
階
で
修
理
に
必
要
な
額
は
な
お
金
七
百
六
十
八
両
余
に
の
ぼ
っ
て
い
た
の
で
あ
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っ

た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　

こ
の
よ
う
に
、
十
八
世
紀
後
半
に
入
る
と
、
伊
賀
八
幡
宮
の
堂
社
修
復
は
幕
府
の

直
接
助
成
で

は
な
く
、
募
縁
の
手
段
と
し
て
勧
化
や
開
帳
の
実
施
を
許
可
す
る
と
い

う
も
の
に
変
わ
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
手
段
で
は
修
復
に
必
要
と
す
る
金
額
を

調
達
す

る
こ
と
は
実
質
と
し
て
不
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
伊
賀
八
幡
宮
は
こ

れ

ら
の
募
縁
の
実
施
を
頻
繁
に
求
め
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
、
い
わ
ば
火
の

車
の

状
態
に

陥
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
幕
府
と
し
て
も
伊
賀
八
幡
宮
の

社
殿
維
持
の

必
要
性
を
認
識
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
ま
た
広
範
な
不
特
定
多
数
を
対

象
に
し
た
募
縁
行
為
は
、
徳
川
家
譜
代
は
と
も
か
く
と
し
て
庶
人
か
ら
は
期
待
で
き

な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
異
例
な
頻
度
で
各
種
の
募
縁
活
動
を
認
め
て

い

っ

た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

注1
．
現
、
愛
知
県
岡
崎
市
伊
賀
町
。

2
．
愛
知
県
西
尾
市
立
図
書
館
「
岩
瀬
文
庫
」
蔵
『
伊
賀
八
幡
宮
御
由
緒
書
』
、
『
岡
崎
市
史
』
第
七

　
巻
。

3
．
『
伊
賀
八
幡
宮
御
由
緒
書
』
、
『
岡
崎
市
史
』
第
七
巻
所
収
「
由
緒
」
、
伊
賀
神
社
旧
宮
司
柴
田
家

　
文
書
の
嘉
永
六
年
「
御
代
御
礼
先
例
井
由
緒
書
」
お
よ
び
明
治
五
年
「
伊
賀
八
幡
宮
由
緒
書
」
。

4
．
柴
田
家
文
書
「
御
代
御
礼
先
例
井
由
緒
書
」
。

5
．
『
徳
川
実
紀
』
「
大
猷
院
殿
御
実
紀
」
巻
二
十
四
。

6
．
同
右
。

7
．
同
右
。

8
．
東
京
国
立
博
物
館
編
『
五
社
神
社
・
諏
訪
神
社
調
査
研
究
報
告
書
』
。

9
．
『
岡
崎
市
史
』
第
七
。

1
0
．
『
日
光
市
史
』
中
巻
。
『
浅
間
神
社
修
理
工
事
報
告
書
』
。

1
1
．
『
重
要
文
化
財
伊
賀
八
幡
宮
社
殿
修
理
工
事
報
告
書
』
。



1
2
。
柴
田
家
文
書
「
正
信
代
御
修
覆
之
願
覚
（
梅
之
巻
ご
。
東
京
国
立
博
物
館
編
『
五
社
神
社
・
諏

　
訪
神
社
調
査
研
究
報
告
書
』
（
一
九
九
六
年
）
史
料
編
所
収
。

1
3
。
『
新
編
岡
崎
市
史
』
史
料
近
世
下
、
六
一
九
～
六
二
二
ペ
ー
ジ
。

1
4
。
柴
田
家
文
書
。
東
京
国
立
博
物
館
編
『
五
社
神
社
・
諏
訪
神
社
調
査
研
究
報
告
書
』
史
料
編
所

　
収
。

1
5
。
谷
直
樹
コ
七
世
紀
に
お
け
る
公
儀
造
営
寺
社
の
作
事
形
態
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
建
築
学
会
近

　
畿
支
部
研
究
報
告
集
』
一
九
八
四
年
）
。

焔
。
柴
田
家
文
書
「
御
修
覆
願
覚
書
（
松
ノ
巻
）
」
、
「
正
信
代
御
修
覆
之
願
覚
（
梅
之
巻
）
」
。

1
7
。
柴
田
家
文
書
。
と
も
に
こ
の
と
き
の
経
緯
を
編
纂
し
た
、
簿
冊
（
横
半
帳
）
形
式
の
記
録
で
あ

　
る
。
「
御
修
覆
願
覚
書
（
松
ノ
巻
）
」
は
日
次
記
、
「
正
信
代
御
修
覆
之
願
覚
（
梅
之
巻
）
」
は
一
件

　
書
類
綴
の

様
式
の
も
の
で
あ
る
。

田
。
柴
田
家
文
書
「
寛
政
十
一
未
年
占
文
化
七
辰
年
迄
之
御
修
覆
勧
物
金
井
諸
雑
用
金
控
帳
写
」
。

1
9
。
柴
田
家
文
書
「
伊
賀
八
幡
宮
勧
化
に
つ
き
覚
」
（
『
新
編
岡
崎
市
史
』
史
料
近
世
下
。
）

徳川将軍家に縁故ある神社をめぐる寺社奉行と神主
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Jisha　Bugy6　and　Shinto　Priests　of　a　Shrine　Affiliated

　　　　　　with　the　Tokugawa　Family　of　Shoguns：

Confrontation　over　the　Maintenance　of　the　Buildings

　　　　　　of　the　Iga　Hachiman　Shrine　in　Okazaki

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　YUASA　Takashi

Of　the　many　temples　and　shrines　in　Japan　in　the　early　seventeenth　century，　a　small　number

with　close　connections　to　the　Tokugawa　family　were　able　to　build　new　buildings　and

reconstruct　old　structures　by　shogunal　order，　and　their　complexes　soon　became　quite　grand．

The　construction　orders　were　part　of　the　campaign　to　assert　the　supremacy　of　the　Tokugawa

shogunal　family　among　other　forces　as　the　leader　of　warrior　clans　in　the　country．　Historians

have　for　a　long　time　accorded　ample　attention　to　the　TδshδgU　shrines　dedicated　to　the　first

Shogun　Tokugawa　Ieyasu　at　Kun6zan　hill（Shizuoka　prefecture）and　Nikkδ　（Tochigi

prefecture）as　examples　of　that　campaign．　Throughout　the　early　modern　period　the　T6sh6gU

at　the　two　locations　enjoyed　generous　patronage　of　the　shogunate　at　the　sanctuary　of　the

Tokugawa　family．

　　　　The　temples　and　shrines　that　could　boast　of　close　ties　with　the　Tokugawa　family　during

the　Edo　period　include　not　only　those　dedicated　directly　to　the　family　but　some　located　in　the

area　covering　the　eastern　Mikawa　province（now　southern　part　of　Aichi　prefecture）and

Tδtδmi　province（now　part　of　Shizuoka　prefecture）from　which　the　Tokugawa　originated，

and　in　the　Nitta－shδarea　of　the　K6zoke　province（now　Gunma　prefecture）where　the　family’

sancestors　had　lived　prior　to　their　move　to　Mikawa．　How　the　shogunate　patronized　these

temples　and　shrines　varied　depending　on　the　nature　of　their　relationships．　Especially　in　the

eighteenth　century　and　the　following　decades，　as　the　financial　fortunes　of　the　Tokugawa

declined，　the　degree　of　closeness　to　the　Tokugawa　Family　made　a　great　difference　in　the

content　and　degree　of　shogunal　family　patronage　and　assistance．

　　　　This　paper　focuses　of　the　Iga　Hachiman　Shrine　in　Okazaki　where　the　deified　ancestors

（ujigami）of　the　Matsudaira　and　Tokugawa　families　were　enshrined．　Ieyasu　was　born　into

the　Matsudaira　Family，　and　changed　his　surname　to　Tokugawa　after　he　became　lord　of　the

provinces　of　Mikwa　and　Tσt6mi．　The　paper　describes　the　actual　circumstances　of　shogunal

assistance　to　the　shrine，　specifically　examining　the　Iga　Hachiman　Shrine　priests’request

made　in　the　rnid－eighteenth　century　for　shogunal　assistance　for　restoration　of　buildings　that

had　deteriorated　over　the　past　century　since　previous　major　repairs，　and　the　response　to　the

request　on　the　part　of　the　jisha　bugyδ（Commissioner　of　Temples　and　Shrines）urlder　the

shogunate’s　retrenchment　policy．　It　reveals　how　the　priests　and　the　Commissioner，　both

belonging　to　the　ruling　class，　debated　over　the　maintenanece　of　shrine　buildings　that　were

considered　embodiments　of　shogunal　authority　vis－a－vis　the　populace．
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